
 
 
 

 資 格 者 説 明 書 
 

業 種 区 分 資格名称Ａ 資格名称Ｂ 

 

測     量 

 測量法（昭和24年法律第 188号）による測 

量士の登録を受けている者 

 測量法による測量士補の登録を受けてい 

 る者（測量士の登録を受けている者を除 

 く。） 

 

 
建築関係建設 
コンサルタント 

業務 

 建築士法（昭和25年法律第202号）による構
造設計１級建築士証の交付を受けている者、
設備設計１級建築士証の交付を受けている 
者、１級建築士の免許を受けている者（構 
造設計１級建築士証又は設備設計１級建築
士証の交付を受けている者を除く。）及び 
建築士法施行規則（昭和25年建設省令第38 

号）第17条の21の建築設備士登録を受けて 
いる者 

 建築士法による２級建築士の免許を受け 

 ている者（１級建築士の免許を受けてい 

 る者を除く。）及び社団法人日本建築積 

 算協会の行う建築積算士試験（建築積算
資格者試験）に合格し、登録を受けてい
る者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木関係建設 
コンサルタント 

業務 

技術士法(昭和58年法律第25号)による第２ 
次試験のうち技術部門を機械部門（選択科 
目を機械設計、流体工学又は交通・物流機 
械及び建設機械とするものに限る。）、電 
気電子部門、建設部門、水道部門（選択科目
を上水道及び工業用水道又は下水道とする 
ものに限る。）、農業部門（選択科目を農 
業土木とするものに限る。）、森林部門（ 
選択科目を森林土木とするものに限る。)、
水産部門(選択科目を水産土木とするもの 
に限る。)､情報工学部門若しくは応用理学 
部門（選択科目を地質とするものに限る。）
に合格、又は総合技術監理部門（選択科目 
を上記各部門の選択科目（電気電子部門、 
建設部門及び情報工学部門にあっては 
それぞれいずれかの選択科目）とするもの 
に限る。)に合格し、同法による登録を受 
けている者、アジア太平洋経済協力(APEC) 
が取りまとめた「APECエンジニア・マニュ 
アル」に基づき、日本政府と相互免除の合 
意をしている政府において、当該国内に設 
立したモニタリング委員会に登録され、 
かつ追加審査が必要な場合はそれに合格し 
ている者 

 建設業法（昭和24年法律第 100号）によ 

 る技術検定のうち検定種目を１級の土木 

 施工管理とするものに合格した者、計量 

 法（平成４年法律第51号）による計量士 

 （環境計量士（濃度関係）及び環境計量 

 士（騒音・振動関係）に限る。）の登録 

 を受けている者、電気事業法（昭和39年 

 法律第 170号）による第１種電気主任技 

 術者免状の交付を受けている者、電気通 

 信事業法（昭和59年法律第86号）による 

伝送交換主任技術者資格者証の交付を受
けている者及び線路主任技術者資格者証
の交付を受けている者並びに社団法人建
設コンサルタンツ協会の行うＲＣＣＭ資
格試験に合格し、登録を受けている者 

 

 

 

地質調査業務 

 技術士法による第２次試験のうち技術部 

 門を建設部門（選択科目を土質及び基礎 

 とするものに限る。）若しくは応用理学 

 部門（選択科目を地質とするものに限 

 る。）とするものに合格、又は総合技術 

 監理部門（選択科目を上記各部門の選択 

 科目とするものに限る。）に合格し、同 

 法による登録を受けている者 

 社団法人全国地質調査業協会連合会の行 

 う地質調査技士資格検定試験に合格し、 

 登録を受けている者 

 

 

 

 

補償関係建設 
コンサルタント 

業務 

 
 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38 

 年法律第 152号）による不動産鑑定士の 

 登録を受けている者、土地家屋調査士法 

 （昭和25年法律第 228号）による土地家 

 屋調査士の登録を受けている者、司法書 

 士法（昭和25年法律第 197号）による司 

 法書士の登録を受けている者、及び社団 

 法人日本補償コンサルタント協会の付与 

 する補償業務管理士の資格を有し、登録 

 を受けている者 

 


